
  
 

一 

消
費
者
被
害
の
発
生
及
び
拡
大
の
防
止
並
び
に
消
費
者
の
利
益
の
一
層
の
擁
護
及
び
増
進
を
図
る
た
め
の
消
費
者
契
約

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

（
消
費
者
契
約
法
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

消
費
者
契
約
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
条
第
三
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
同
項
第
六
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
七
号
を
同
項
第
四
号
と

し
、
同
項
第
八
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。 

六 

当
該
消
費
者
が
次
に
掲
げ
る
事
項
に
対
す
る
願
望
の
実
現
に
過
大
な
不
安
を
抱
い
て
い
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ

の
不
安
を
あ
お
り
、
裏
付
け
と
な
る
合
理
的
な
根
拠
が
あ
る
場
合
そ
の
他
の
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
で
な
い
の
に
、

物
品
、
権
利
、
役
務
そ
の
他
の
当
該
消
費
者
契
約
の
目
的
と
な
る
も
の
が
当
該
願
望
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る

旨
を
告
げ
る
こ
と
。 

イ 

進
学
、
就
職
、
結
婚
、
生
計
そ
の
他
の
社
会
生
活
上
の
重
要
な
事
項 

ロ 

容
姿
、
体
型
そ
の
他
の
身
体
の
特
徴
又
は
状
況
に
関
す
る
重
要
な
事
項 

七 

当
該
消
費
者
が
、
当
該
消
費
者
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
勧
誘
を
行
う
者
に
対
し
て
恋
愛
感
情
そ
の
他
の
好
意
の
感
情



 

  
 

二 

を
抱
き
、
か
つ
、
当
該
勧
誘
を
行
う
者
も
当
該
消
費
者
に
対
し
て
同
様
の
感
情
を
抱
い
て
い
る
も
の
と
誤
信
し
て
い
る

こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
に
乗
じ
、
当
該
消
費
者
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
当
該
勧
誘
を
行
う
者
と
の
関
係
が
破
綻

す
る
こ
と
に
な
る
旨
を
告
げ
る
こ
と
。 

八 

当
該
消
費
者
が
生
計
、
健
康
そ
の
他
の
事
項
に
関
し
そ
の
現
在
の
生
活
の
維
持
に
過
大
な
不
安
を
抱
い
て
い
る
こ
と

を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
不
安
を
あ
お
り
、
裏
付
け
と
な
る
合
理
的
な
根
拠
が
あ
る
場
合
そ
の
他
の
正
当
な
理
由
が
あ
る

場
合
で
な
い
の
に
、
当
該
消
費
者
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
そ
の
現
在
の
生
活
の
維
持
が
困
難
と
な
る
旨
を
告
げ
る
こ

と
。 

九 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
消
費
者
が
当
該
消
費
者
契
約
を
締
結
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
合
理
的
な
判

断
を
す
る
こ
と
が
困
難
な
事
情
を
有
す
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
当
該
事
情
の
下
に
お
い
て
、
社
会
通
念
に
照
ら
し
て

当
該
消
費
者
の
当
該
消
費
者
契
約
を
締
結
し
な
い
旨
の
判
断
を
困
難
に
す
る
行
為
を
す
る
こ
と
。 

 

（
農
業
協
同
組
合
法
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 



  
 

三 

 
 

第
十
一
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
申
込
者
等
で
あ
つ
て
共
済
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
又
は
解
除
に
関
す
る
事
項
を
記

載
し
た
書
面
の
交
付
を
さ
れ
た
日
と
当
該
共
済
契
約
の
申
込
み
を
し
た
日
と
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
に
お
い
て
年
齢
満
十
八
年

以
上
満
二
十
年
未
満
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
第
一
号
中
「
八
日
」

と
あ
る
の
は
、
「
十
五
日
」
と
す
る
。 

 

（
消
費
生
活
協
同
組
合
法
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

消
費
生
活
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
百
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

（
共
済
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
又
は
解
除
に
関
す
る
特
例
） 

第
百
十
二
条 

共
済
事
業
を
行
う
組
合
に
対
し
共
済
契
約
の
申
込
み
を
し
た
者
又
は
共
済
契
約
者
で
あ
つ
て
、
当
該
共
済
契

約
の
申
込
み
の
撤
回
又
は
解
除
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
交
付
を
さ
れ
た
日
と
当
該
共
済
契
約
の
申
込
み
を
し

た
日
と
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
に
お
い
て
年
齢
満
十
八
年
以
上
満
二
十
年
未
満
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
第
十
二
条
の
二
第

三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
同
法
第
三
百
九
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
同
法
第
三
百
九
条
及
び
附
則
第
百

二
十
七
条
」
と
す
る
。 



 

  
 

四 

 
（
水
産
業
協
同
組
合
法
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 
 

（
共
済
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
等
に
関
す
る
特
例
） 

７ 

第
十
五
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
申
込
者
等
で
あ
つ
て
共
済
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
又
は
解
除
に
関
す
る
事
項
を
記

載
し
た
書
面
の
交
付
を
さ
れ
た
日
と
当
該
共
済
契
約
の
申
込
み
を
し
た
日
と
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
に
お
い
て
年
齢
満
十
八

年
以
上
満
二
十
年
未
満
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
同
項
（
第
九
十
六
条
第
一
項
及
び
第
百
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
十
五
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
八
日
」
と
あ
る
の

は
、
「
十
五
日
」
と
す
る
。 

 

（
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「
（
施
行
期
日
）
」
を
付
し
、
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 
 

（
共
済
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
又
は
解
除
に
関
す
る
特
例
） 



  
 

五 

２ 

共
済
事
業
を
行
う
事
業
協
同
組
合
又
は
事
業
協
同
小
組
合
に
対
し
共
済
契
約
の
申
込
み
を
し
た
者
又
は
共
済
契
約
者
で

あ
つ
て
、
当
該
共
済
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
又
は
解
除
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
交
付
を
さ
れ
た
日
と
当
該
共

済
契
約
の
申
込
み
を
し
た
日
と
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
に
お
い
て
年
齢
満
十
八
年
以
上
満
二
十
年
未
満
で
あ
る
も
の
に
つ
い

て
の
第
九
条
の
七
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
三
百
九
条
（
保
険
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
等
）
」

と
あ
る
の
は
、
「
第
三
百
九
条
（
保
険
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
等
）
及
び
附
則
第
百
二
十
七
条
（
保
険
契
約
の
申
込
み
の

撤
回
等
に
関
す
る
特
例
）
」
と
す
る
。 

 

（
放
送
法
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 
 

（
有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
解
除
に
関
す
る
特
例
） 

 

第
百
五
十
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
た
国
内
受
信
者
で
あ
つ

て
第
百
五
十
条
の
二
第
一
項
の
書
面
を
受
領
し
た
日
（
当
該
有
料
放
送
の
役
務
（
第
百
五
十
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
掲

げ
る
有
料
放
送
の
役
務
に
限
る
。
）
の
提
供
が
開
始
さ
れ
た
日
が
当
該
受
領
し
た
日
よ
り
遅
い
と
き
は
、
当
該
開
始
さ
れ



 

  
 

六 

た
日
）
に
お
い
て
年
齢
満
十
八
年
以
上
満
二
十
年
未
満
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
第
百
五
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
中
「
八
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
五
日
」
と
す
る
。 

 

（
宅
地
建
物
取
引
業
法
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

（
買
受
け
の
申
込
み
の
撤
回
等
に
関
す
る
特
例
） 

３ 

第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
申
込
者
等
で
あ
つ
て
宅
地
又
は
建
物
の
買
受
け
の
申
込
み
の
撤
回
又
は

売
買
契
約
の
解
除
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
旨
及
び
当
該
申
込
み
の
撤
回
又
は
当
該
売
買
契
約
の
解
除
を
行
う
場
合
の
方
法

に
つ
い
て
告
げ
ら
れ
た
日
に
お
い
て
年
齢
満
十
八
年
以
上
満
二
十
年
未
満
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
同
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
号
中
「
八
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
五
日
」
と
す
る
。 

 

（
割
賦
販
売
法
の
一
部
改
正
） 

第
八
条 

割
賦
販
売
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
四
項
を
附
則
第
六
項
と
し
、
附
則
第
三
項
の
次
に
次
の
見
出
し
及
び
二
項
を
加
え
る
。 



  
 

七 

 
 

（
個
別
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
関
係
受
領
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
等
に
関
す
る
特
例
） 

４ 
第
三
十
五
条
の
三
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
申
込
者
等
で
あ
つ
て
第
三
十
五
条
の
三
の
九
第
三
項
の
書
面
を
受
領
し
た

日
（
そ
の
日
前
に
同
条
第
一
項
の
書
面
を
受
領
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
書
面
を
受
領
し
た
日
。
次
項
に
お
い
て
「
書

面
受
領
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
年
齢
満
十
八
年
以
上
満
二
十
年
未
満
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
第
三
十
五
条
の
三
の

十
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
八
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
五
日
」
と
す
る
。 

５ 

第
三
十
五
条
の
三
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
申
込
者
等
で
あ
つ
て
書
面
受
領
日
に
お
い
て
年
齢
満
十
八
年
以
上
満
二

十
年
未
満
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
第
一
号
中
「
二
十
日
」
と
あ

る
の
は
「
二
十
七
日
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
八
日
」
と
あ
る
の
は
「
十
五
日
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
二
十
日
」
と
あ

る
の
は
「
二
十
七
日
」
と
す
る
。 

 

（
積
立
式
宅
地
建
物
販
売
業
法
の
一
部
改
正
） 

第
九
条 

積
立
式
宅
地
建
物
販
売
業
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
十
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

（
建
設
業
者
に
よ
る
積
立
式
宅
地
建
物
販
売
に
係
る
買
受
け
の
申
込
み
の
撤
回
等
に
関
す
る
特
例
） 



 

  
 

八 

 

積
立
式
宅
地
建
物
販
売
の
相
手
方
と
な
る
申
込
み
を
し
た
者
又
は
積
立
式
宅
地
建
物
販
売
の
相
手
方
で
あ
つ
て
、
当
該

申
込
み
の
撤
回
又
は
当
該
積
立
式
宅
地
建
物
販
売
の
契
約
の
解
除
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
旨
及
び
当
該
申
込
み
の
撤
回
又

は
当
該
契
約
の
解
除
を
行
う
場
合
の
方
法
に
つ
い
て
告
げ
ら
れ
た
日
に
お
い
て
年
齢
満
十
八
年
以
上
満
二
十
年
未
満
で
あ

る
も
の
に
つ
い
て
の
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
限
る
。
）

並
び
に
附
則
第
三
項
」
と
、
「
同
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
三
項
並
び
に
同
法
附
則
第
三
項
」
と
す
る
。 

 

（
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
十
条 

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
十
条
第
一
項
中
「
次
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
附
則
第
三
条
第
四
項
」
を
加
え
る
。 

 
 

附
則
第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

（
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
等
に
関
す
る
特
例
） 

第
三
条 

第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
込
者
等
で
あ
つ
て
第
五
条
の
書
面
を
受
領
し
た
日
（
そ
の
日
前
に
第
四
条
の
書
面

を
受
領
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
書
面
を
受
領
し
た
日
）
に
お
い
て
年
齢
満
十
八
年
以
上
満
二
十
年
未
満
で
あ
る
も

の
に
つ
い
て
の
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
八
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
五
日
」



  
 

九 

と
す
る
。 

２ 
第
十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
購
入
者
で
あ
つ
て
同
項
の
商
品
の
引
渡
し
又
は
特
定
権
利
の
移
転
を
受
け
た
日
に

お
い
て
年
齢
満
十
八
年
以
上
満
二
十
年
未
満
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

同
項
中
「
八
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
五
日
」
と
す
る
。 

３ 

第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
込
者
等
で
あ
つ
て
第
十
九
条
の
書
面
を
受
領
し
た
日
（
そ
の
日
前
に
第
十
八
条
の

書
面
を
受
領
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
書
面
を
受
領
し
た
日
）
に
お
い
て
年
齢
満
十
八
年
以
上
満
二
十
年
未
満
で
あ

る
も
の
に
つ
い
て
の
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
八
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
十

五
日
」
と
す
る
。 

４ 

第
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
連
鎖
販
売
加
入
者
で
あ
つ
て
第
三
十
七
条
第
二
項
の
書
面
を
受
領
し
た
日
に
お
い
て
年

齢
満
十
八
年
以
上
満
二
十
年
未
満
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
四
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
二
十
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
十
七
日
」
と
す
る
。 

５ 

第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
継
続
的
役
務
提
供
受
領
者
等
で
あ
つ
て
第
四
十
二
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
書

面
を
受
領
し
た
日
に
お
い
て
年
齢
満
十
八
年
以
上
満
二
十
年
未
満
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
第
四
十
八
条
第
一
項
並
び
に



 

  
 

一
〇 

第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
八
日
」
と
あ
る
の
は
、

「
十
五
日
」
と
す
る
。 

６ 

第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
相
手
方
で
あ
つ
て
第
五
十
五
条
第
二
項
の
書
面
を
受
領
し
た
日
に
お
い
て
年
齢
満
十

八
年
以
上
満
二
十
年
未
満
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同

項
中
「
二
十
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
十
七
日
」
と
す
る
。 

７ 

第
五
十
八
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
申
込
者
等
で
あ
つ
て
第
五
十
八
条
の
八
の
書
面
を
受
領
し
た
日
（
そ
の
日
前

に
第
五
十
八
条
の
七
の
書
面
を
受
領
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
書
面
を
受
領
し
た
日
）
に
お
い
て
年
齢
満
十
八
年
以

上
満
二
十
年
未
満
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
八
日
」

と
あ
る
の
は
、
「
十
五
日
」
と
す
る
。 

 

（
電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
一
条 

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
解
除
に
関
す
る
特
例
） 



  
 

一
一 

第
二
十
一
条 

第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
た
利

用
者
（
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
書
面
を
受
領
し
た
日
（
当
該
電

気
通
信
役
務
（
第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
に
限
る
。
）
の
提
供
が
開
始
さ
れ
た
日
が
当
該
受

領
し
た
日
よ
り
遅
い
と
き
は
、
当
該
開
始
さ
れ
た
日
）
に
お
い
て
年
齢
満
十
八
年
以
上
満
二
十
年
未
満
で
あ
る
も
の
に
つ

い
て
の
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
中
「
八
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
五

日
」
と
す
る
。 

 

（
特
定
商
品
等
の
預
託
等
取
引
契
約
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
十
二
条 

特
定
商
品
等
の
預
託
等
取
引
契
約
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 
 

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 
 

（
預
託
等
取
引
契
約
の
解
除
に
関
す
る
特
例
） 

３ 

預
託
者
で
あ
っ
て
第
三
条
第
二
項
の
書
面
を
受
領
し
た
日
に
お
い
て
年
齢
満
十
八
年
以
上
満
二
十
年
未
満
で
あ
る
も
の

に
つ
い
て
の
第
七
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
十
四



 

  
 

一
二 

日
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
十
一
日
」
と
す
る
。 

 

（
ゴ
ル
フ
場
等
に
係
る
会
員
契
約
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
十
三
条 
ゴ
ル
フ
場
等
に
係
る
会
員
契
約
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
会
員
契
約
の
解
除
等
に
関
す
る
特
例
） 

第
五
条 

会
員
で
あ
っ
て
第
五
条
第
二
項
の
書
面
を
受
領
し
た
日
に
お
い
て
年
齢
満
十
八
年
以
上
満
二
十
年
未
満
で
あ
る
も

の
に
つ
い
て
の
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
中
「
八
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
五

日
」
と
す
る
。 

 

（
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
四
条 

不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
（
平
成
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

（
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
の
解
除
に
関
す
る
特
例
） 



  
 

一
三 

第
四
条 

事
業
参
加
者
で
あ
っ
て
第
二
十
五
条
第
一
項
の
書
面
を
受
領
し
た
日
に
お
い
て
年
齢
満
十
八
年
以
上
満
二
十
年
未

満
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
第
二
十
六
条
第
一
項
（
第
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
第
五
十
八
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
特
例
事
業
者
を
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
と
み
な
し
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
八
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
五
日
」
と
す
る
。 

 

（
保
険
業
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
五
条 

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
保
険
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
等
に
関
す
る
特
例
） 

第
百
二
十
七
条 

第
三
百
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
込
者
等
で
あ
っ
て
保
険
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
又
は
解
除
に
関
す
る

事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
交
付
を
さ
れ
た
日
と
保
険
契
約
の
申
込
み
を
し
た
日
と
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
に
お
い
て
年
齢
満

十
八
年
以
上
満
二
十
年
未
満
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
同
項
（
第
二
百
七
十
条
の
六
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
保
険

契
約
者
保
護
機
構
を
保
険
会
社
と
み
な
し
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第

三
百
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
八
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
五
日
」
と
す
る
。 



 

  
 

一
四 

 
（
消
費
者
被
害
の
防
止
及
び
そ
の
回
復
の
促
進
を
図
る
た
め
の
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

一
部
改
正
） 

第
十
六
条 
消
費
者
被
害
の
防
止
及
び
そ
の
回
復
の
促
進
を
図
る
た
め
の
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
四
条
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
五
条
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
七

条
第
一
項
の
改
正
規
定
を
削
る
。 

 

第
一
条
の
う
ち
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
八
条
の
改
正
規
定
中
「
、
同
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
第
四
条
か
ら
第
六

条
ま
で
」
を
「
、
第
四
条
第
一
項
、
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
六
条
」
に
改
め
」
を
削
る
。 

 

第
一
条
の
う
ち
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
九
条
の
改
正
規
定
中
「
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
第
五
条
」
を
「
第
五
条
第

一
項
又
は
第
二
項
」
に
、
「
第
四
条
」
を
「
第
四
条
第
一
項
」
に
改
め
」
を
削
る
。 

 

第
一
条
中
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
十
八
条
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規

定
、
同
法
第
十
九
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
改
正
規

定
を
削
る
。 



  
 

一
五 

 

第
一
条
の
う
ち
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
の
改
正
規
定
中
「
、
同
条
第
一
項
中
「
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
」

を
「
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
一
条
」

に
改
め
」
を
削
る
。 

 

第
一
条
の
う
ち
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
二
十
四
条
の
改
正
規
定
中
「
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
第
十
九
条
」
を
「
第

十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
に
、
「
第
十
八
条
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
」
を
削
る
。 

 

第
一
条
の
う
ち
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
二
十
六
条
第
五
項
の
改
正
規
定
中
「
改
め
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中

「
第
四
条
若
し
く
は
第
五
条
又
は
第
十
八
条
若
し
く
は
第
十
九
条
」
を
「
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
条
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
又
は
第
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
に
」
を
削
る
。 

 

第
一
条
中
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
三
十
七
条
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
三
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
改

正
規
定
を
削
る
。 

 

第
一
条
の
う
ち
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
三
十
九
条
の
改
正
規
定
中
「
、
同
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中

「
第
三
十
七
条
」
を
「
第
三
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
に
改
め
」
を
削
る
。 

 

第
一
条
中
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
四
十
二
条
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
改
正



 

  
 

一
六 

規
定
を
削
る
。 

 
第
一
条
の
う
ち
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
四
十
七
条
の
改
正
規
定
中
「
、
同
条
第
一
項
中
「
第
四
十
二
条
」
を
「
第

四
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改
め
」
を
削
る
。 

 

第
一
条
中
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
五
十
五
条
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
改
正

規
定
を
削
る
。 

 

第
一
条
の
う
ち
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
五
十
七
条
の
改
正
規
定
中
「
、
同
条
第
一
項
中
「
第
五
十
五
条
」
を
「
第

五
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
に
改
め
」
を
削
る
。 

 

第
一
条
中
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
五
十
八
条
の
七
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
五
十
八
条
の
八
の
改
正

規
定
及
び
同
法
第
五
十
八
条
の
十
二
第
一
項
の
改
正
規
定
を
削
る
。 

 

第
一
条
の
う
ち
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
五
十
八
条
の
十
三
の
改
正
規
定
中
「
、
同
条
第
一
項
中
「
第
五
十
八
条
の

五
」
の
下
に
「
、
第
五
十
八
条
の
六
、
第
五
十
八
条
の
七
第
一
項
、
第
五
十
八
条
の
八
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は

第
五
十
八
条
の
九
」
を
加
え
」
を
削
る
。 

 

第
一
条
の
う
ち
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
五
十
八
条
の
十
四
の
改
正
規
定
中
「
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
第
五
十
八
条



  
 

一
七 

の
八
」
を
「
第
五
十
八
条
の
八
第
一
項
又
は
第
二
項
」
に
、
「
第
五
十
八
条
の
七
」
を
「
第
五
十
八
条
の
七
第
一
項
」
に
改

め
」
を
削
る
。 

 

第
一
条
の
う
ち
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
六
十
四
条
第
二
項
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

第
六
十
四
条
第
二
項
中
「
第
六
条
第
四
項
」
の
下
に
「
、
第
十
三
条
第
二
項
」
を
加
え
る
。 

 

第
一
条
の
う
ち
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
七
十
一
条
の
改
正
規
定
中
「
中
「
第
四
条
、
第
五
条
、
第
十
八
条
、
第
十

九
条
、
第
三
十
七
条
、
第
四
十
二
条
、
第
五
十
五
条
、
第
五
十
八
条
の
七
又
は
第
五
十
八
条
の
八
」
を
「
第
四
条
第
一
項
、

第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
七
条
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
、
第
四
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
五
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
五
十
八
条
の
七
第
一

項
又
は
第
五
十
八
条
の
八
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
に
、
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
」
を
「
及
び
第

二
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
一
条
の
う
ち
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
七
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
改
正
規
定
中
「
「
第
二
十
条
」
を
「
第
二
十

条
第
一
項
」
に
、
」
を
削
る
。 

 

第
二
条
の
う
ち
特
定
商
品
等
の
預
託
等
取
引
契
約
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
第
七
号
の
改
正
規
定
及
び
同
条
に
二
項



 

  
 

一
八 

を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
」
を
「
改
め
る
」
に
改
め
、
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
る
。 

 
第
二
条
の
う
ち
特
定
商
品
等
の
預
託
等
取
引
契
約
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
の
二
の
改
正
規
定
中
「
、
第
三
条
第
三
項
」

を
削
る
。 

 

附
則
第
一
条
第
一
号
中
「
（
「
第
六
条
第
四
項
」
の
下
に
「
、
第
十
三
条
第
二
項
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に

次
条
第
一
項
、
附
則
第
三
条
第
一
項
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
次
条
第
二
項
」
を
「
次
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第

三
号
を
削
る
。 

 

附
則
第
二
条
中
第
一
項
を
削
り
、
第
二
項
を
第
一
項
と
し
、
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
、
第
四
条

第
一
項
、
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
六
条
」
を
「
若
し
く
は
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
」
に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
中
第
六
項
を
第
三
項
と
し
、
第
七
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
、
第
十
七
条
、
第

十
八
条
第
一
項
、
第
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
一
条
」
を
「
か
ら
第
二
十
一

条
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
九
項
を
削
り
、
同
条
第
十
項
中
「
第
三
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は

第
二
項
」
を
「
第
三
十
七
条
」
に
、
「
連
鎖
販
売
取
引
の
停
止
を
命
ず
る
場
合
、
勧
誘
者
が
施
行
日
以
後
」
を
「
特
定
商
取

引
に
関
す
る
法
律
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
連
鎖
販
売
取
引
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
連
鎖
販
売
取
引
」
と



  
 

一
九 

い
う
。
）
の
停
止
を
命
ず
る
場
合
、
勧
誘
者
が
施
行
日
以
後
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
を
削

り
、
同
条
第
十
二
項
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
「
第
四
十
二
条
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と

し
、
同
条
第
十
三
項
を
削
り
、
同
条
第
十
四
項
中
「
第
五
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
を
「
第
五
十
五
条
」
に
、
「
業

務
提
供
誘
引
販
売
取
引
の
停
止
を
命
ず
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
」
を
「
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
五
十
一
条
第
一
項

に
規
定
す
る
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
」
と
い
う
。
）
の
停
止

を
命
ず
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
十
五
項
及
び
第
十
六
項
を
削
り
、
同
条

第
十
七
項
中
「
は
、
購
入
業
者
」
を
「
は
、
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
五
十
八
条
の
四
に
規
定
す
る
購
入
業
者
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
購
入
業
者
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
「
、
第
五
十
八
条
の
六
、
第
五
十
八
条
の
七
第
一
項
、
第

五
十
八
条
の
八
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
五
十
八
条
の
九
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
す
る
。 

 

附
則
第
三
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
（
附
則
第
一
条
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
中
第
三
項
を
削
り
、
第
四
項
を
第
二
項
と
し
、
第
五
項

を
第
三
項
と
し
、
第
六
項
を
第
四
項
と
し
、
第
七
項
を
削
る
。 

 

附
則
第
六
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。 



 

  
 

二
〇 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

第
一
条
及
び
次
条
の
規
定 

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日 

二 

第
二
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
の
規
定 

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
施
行
の

日
（
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
が
当
該
施
行
の
日
後
と
な
る
場
合
に
は
、
公
布
の
日
） 

三 

第
十
六
条
及
び
附
則
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
規
定 

公
布
の
日 

（
消
費
者
契
約
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
二
条 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
消
費
者
契
約
法
第
四
条
第
三
項
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同

法
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
さ
れ

た
消
費
者
契
約
の
申
込
み
又
は
そ
の
承
諾
の
意
思
表
示
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

（
経
過
措
置
等
） 

第
三
条 

消
費
者
被
害
の
防
止
及
び
そ
の
回
復
の
促
進
を
図
る
た
め
の
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法



  
 

二
一 

律
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
商
品
等
の
預
託
等
取
引
契
約
に
関
す

る
法
律
附
則
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
七
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第

八
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
」
と
す
る
。 

２ 

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
が
消
費
者
被
害
の
防
止
及
び
そ
の
回
復
の
促
進
を
図
る
た
め
の
特
定
商

取
引
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
以
後
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
十
二
条
中
「
特
定
商
品
等
の
預

託
等
取
引
契
約
に
関
す
る
法
律
」
と
あ
る
の
は
、
「
預
託
等
取
引
に
関
す
る
法
律
」
と
す
る
。 

 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
四
条 

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
が
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
後
と
な
る

場
合
に
お
け
る
第
二
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
経

過
措
置
そ
の
他
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 

（
関
係
法
律
の
整
備
） 

第
五
条 

こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
別
に
法
律
で
定
め

る
。 





  
 

二
三 

 
 

 
 
 

理 

由 

 

消
費
者
と
事
業
者
と
の
間
に
情
報
の
質
及
び
量
並
び
に
交
渉
力
の
格
差
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
消
費
者
被
害
の
発
生
及
び
拡

大
の
防
止
並
び
に
消
費
者
の
利
益
の
一
層
の
擁
護
及
び
増
進
を
図
る
た
め
、
事
業
者
の
行
為
に
よ
り
消
費
者
が
困
惑
し
た
場
合

に
つ
い
て
契
約
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
類
型
と
し
て
、
消
費
者
が
合
理
的
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
困
難
な
事
情
を
有
す
る

こ
と
を
知
り
な
が
ら
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
当
該
消
費
者
契
約
を
締
結
し
な
い
旨
の
判
断
を
困
難
に
す
る
行
為
を
す
る
こ
と
を

追
加
す
る
と
と
も
に
、
二
十
歳
未
満
の
成
年
者
に
つ
い
て
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
に
係
る
規
定
の
熟
慮
期
間
を
延
長
す
る
ほ
か
、

事
業
者
が
消
費
者
に
交
付
す
る
書
面
の
電
子
化
は
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
措
置
を
講
ず
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の

法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


